
令和７年度予算概算決定及び令和６年度補正予算の概要 

農産局 園芸作物課 
★：令和６年度補正予算 

【野菜関係】 

１. 加工・業務用野菜の国産シェア奪還（★含む） 

２. 野菜価格安定対策事業 

  

【花き関係】 

３. 花き支援対策(ジャパンフラワー強化プロジェクト推進) 

４. ２０２７年国際園芸博覧会関係事業(★含む) 

  

【施設園芸関係】 

５. 施設園芸等燃料価格高騰対策(★) 

６. みどりの食料システム戦略推進交付金のうち SDGｓ対応型施設園芸確立（★含む） 

７. データ駆動型農業の実践・展開支援事業 

８. 養蜂等振興強化推進のうち花粉交配用昆虫関係 

９. 農林水産分野における持続可能なプラスチック利用対策事業 

のうち農畜産業プラスチック対策強化事業 

10. みどりの食料システム戦略緊急対策 

のうち農業生産におけるプラスチック排出抑制対策事業（★） 

11. 園芸産地における事業継続強化対策(★) 

  

【果実加工関係】 

12. 果樹農業生産力増強総合対策のうち国産果実の流通加工への支援 

  

【青果物消費拡大関係】 

13. 野菜・果実の消費拡大支援委託事業 

  

【輸出関係】 

14. 輸出先国の主要輸出障壁の実態調査、データ収集等事業 

15. 青果物輸出産地体制強化加速化事業(★) 

16. 輸出環境整備緊急対策事業 

のうち輸出相手国における残留農薬基準の設定加速化事業(★) 

  

（参考：関連予算） 

17. 持続的生産強化対策事業 

18. 共同利用施設の整備支援（★含む） 

19. 産地生産基盤パワーアップ事業(★) 

20. 物流革新に向けた取組の推進(★含む) 

21. みどりの食料システム戦略推進総合対策(★含む) 

22. 地域計画実現総合対策 

令和６年１２月 

農林水産省 



項目

令和７年度
予算概算決定

【単位：百万円】
※小数点以下は四捨五入

令和６年度
補正予算額

【単位：百万円】
※小数点以下は四捨五入

【野菜関係】

　加工・業務用野菜の国産シェア奪還 375 630

　野菜価格安定対策事業 【所要額】15,618

【花き関係】

　花き支援対策(ジャパンフラワー強化プロジェクト推進) 728

　２０２７年国際園芸博覧会関係事業 456 3,695

【施設園芸関係】

　施設園芸等燃料価格高騰対策 2,880

612 3,828
の内数 の内数

　データ駆動型農業の実践・展開支援事業 171

219
の内数

9

3,828
の内数

　園芸産地における事業継続強化対策 260

【果樹加工対策】

5812
の内数

【青果物消費拡大関係】

　野菜・果実の消費拡大支援委託事業 1

【輸出関係】

476
の内数

　青果物輸出産地体制強化加速化事業 40

975
の内数

令和７年度予算概算決定及び令和６年度補正予算の概要

　果樹農業生産力増強総合対策
　　のうち国産果実の流通加工への支援

　輸出先国の主要輸出障壁の実態調査、データ収集等事業

　輸出環境整備緊急対策事業
　　のうち輸出相手国における残留農薬基準の設定加速化事業

　みどりの食料システム戦略推進交付金
　　のうちSDGs対応型施設園芸確立

　養蜂等振興強化推進のうち花粉交配用昆虫関係

　農林水産分野における持続可能なプラスチック利用対策事業
　　のうち農畜産業プラスチック対策強化事業

　みどりの食料システム戦略緊急対策
　　のうち農業生産におけるプラスチック排出抑制対策事業



加工・業務用野菜の国産シェア奪還

＜対策のポイント＞
加工・業務用野菜の国産シェア奪還に向け、生産者、中間事業者、実需者等が連携して行う、生産・流通・販売方式の変革、作柄安定技術の導入等、

実需者ニーズに対応した国内産地による周年安定供給を確立するための取組を支援します。

＜事業目標＞
加工・業務用野菜の出荷量（直接取引分）の拡大（98万t［平成29年］→145万t［令和12年まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．時代を拓く園芸産地づくり支援

生産者、中間事業者、実需者等が連携した国内産地による周年安定供給を実

現するため、加工適性の高い品種や大型コンテナの導入など生産・流通・販売方式

の変革、作柄安定技術の導入等を支援します。(助成単価:15万円/10a(定額))

また、国産野菜の周年安定供給に資する生産者、実需者等を繋ぐマッチング等

の全国的な取組に係る経費を支援します。

２．国産野菜サプライチェーン連携強化緊急対策事業（R6補正予算）

① サプライチェーン構築推進事業

複数産地と実需者が連携した国産野菜の強靱なサプライチェーンを構築するた

め、実需者のニーズに対応した品種の栽培実証、先進地や実需者ニーズ調査、

農業機械や予冷・貯蔵庫のリース導入等に係る経費を支援します。

② サプライチェーン連携強化推進事業

国産野菜のサプライチェーン連携強化のため、複数産地と実需者が連携して行

う合理化の取組について、生育予測システムや集出荷システムの導入、システム

連携、電子タグ付き大型コンテナのリース導入等の実証経費を支援します。

加工・業務用野菜の周年安定供給への支援

国産野菜サプライチェーンの連携強化への支援

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］農産局園芸作物課（03-3501-4096）

国 民間団体ALIC
定額 定額

国 民間団体等
定額

国 民間団体都道府県

定額、
1/2以内

定額、
1/2以内

（１の事業の一部）

（２①の事業）

（ １の事業の一部、２②の事業）

＜作柄安定技術の導入＞＜生産・流通・販売方式の変革＞

〇 加工適性の高い品種の導入

〇 農業用機械、大型コンテナの導入

〇 予冷庫の利用等

〇 排水対策

〇 病害虫防除対策

〇 風害対策等

農業機械等のリース導入栽培実証

国産野菜サプライチェーンの構築

実需者のニーズに合った
安定的な供給の実現

・実需者と複数産地の連携に向けた
生産、流通体制の構築、新たな加
工・業務用野菜の生産を行うため
の調査、実証

生育予測システムの導入 データ共有、有効活用

サプライチェーン内のデータの有効活用
と情報共有の体制合理化

国産野菜サプライチェーンの連携強化

・産地、実需者が連携して行う合理化
の取組の実証

【令和７年度予算概算決定額 375（770）百万円】
【令和６年度補正予算額 630百万円】



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．指定野菜価格安定対策事業
「指定産地」で生産され、卸売市場に出荷される「指定野菜」の価格が著しく低下

した場合に、補給金を交付します。

２．特定野菜等供給産地育成価格差補給事業
「特定産地」で生産され、卸売市場に出荷される「特定野菜」等の価格が著しく低

下した場合に、補給金を交付します。

３．契約指定野菜安定供給事業
「指定産地」で生産される「指定野菜」の契約取引を対象に、不作時に不足分を

市場から調達した場合等に、交付金等を交付します。

４．契約特定野菜等安定供給促進事業
「特定産地」で生産される「特定野菜」等の契約取引を対象に、不作時に不足分

を市場から調達した場合等に、交付金等を交付します。

５．契約野菜収入確保モデル事業
産地を問わず、「指定野菜」の契約取引を対象に、契約数量の確保に必要な余

裕作付分の出荷調整等を行った場合等に、交付金を交付します。

６．緊急需給調整事業
「指定野菜」のうち重要野菜・調整野菜の価格が著しく低下し、出荷調整を行った

場合等に、交付金を交付します。

【令和７年度予算概算決定額（所要額）15,618（15,621）百万円】

＜事業の流れ＞

国 ALIC
登録出荷
団体等

拠出

交付

定額等

［お問い合わせ先］農産局園芸作物課（03-3502-5961）

このボックス内は12pt 枠の上下幅調整可 上下中央揃え＜対策のポイント＞
野菜（指定野菜・特定野菜）の生産・出荷の安定と消費者への安定供給を図るため、産地単位での計画的な生産・出荷に取り組むとともに、価格低落時
には生産者補給金等を交付します。

＜政策目標＞
野菜の取引価格の安定化（取引価格が平年比80％~120％に収まる期間の割合：56%［平成28年度］→ 68%［令和7年度まで］）

拠出

補給金

生産者等

［指定野菜価格安定対策事業］

価格

平均販売価額

＜拠出割合＞
国:都道府県:生産者
＝３:１:１

指定野菜（14品目）：国民消費生活上重要な野菜

キャベツ※、きゅうり、さといも、だいこん※ 、トマト、なす、にんじん※ 、ねぎ、はくさい※ 、
ピーマン、レタス※ 、たまねぎ※ 、ばれいしょ、ほうれんそう

特定野菜（35品目）：国民消費生活上や地域農業振興の観点から指定野菜に 
準ずる重要な野菜

アスパラガス､いちご､えだまめ､かぶ､かぼちゃ､カリフラワー､かんしょ､グリーンピース､ごぼう､
こまつな､さやいんげん､さやえんどう､しゅんぎく､しょうが､すいか､スイートコーン､セルリー､
そらまめ､ちんげんさい､生しいたけ､にら､にんにく､ふき､ブロッコリー､みずな､みつば､メロン､
やまのいも､れんこん､ししとうがらし､わけぎ､らっきょう､にがうり､オクラ､みょうが

※は重要野菜または調整野菜

価格高騰時（150％以上）

価格低落時(80％以下)
・産地調整（出荷抑制）
・加工用販売
・市場隔離（有効利用等）

⇒平均価格の70%相当を助成

・産地調整（出荷促進）

⇒平均価格の30%相当を助成

＜拠出割合＞
国:生産者＝４:１

［緊急需給調整事業］

価格

【基本的仕組み】

平均価格
（100%）

この一部（原則90％）
につき補給金を交付

保証基準額

最低基準額
（60%）

平均価格
（100%）

★ ブロッコリーを令和８年度事業から指定野菜に追加

 （令和６~７年度に特定野菜からの移行準備を進め、令和８年度事業から適用）

（90%）

野菜価格安定対策事業



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．花き流通の効率化の取組

物流2024年問題の影響による輸送力不足に対応するため、標準規格のパレット・
台車等の導入、受発注データのデジタル化、その他効率的な流通体制の確立に資
する検討や実証試験の実施等を支援します。

２．生産技術の高度化・産地体制の強化等の取組

需要に応じた安定供給や生産性の向上に向けて、高温下で多発化傾向にある病
害虫被害の効果的な防除、需要期に合わせた生産・出荷技術、生産コストの低減
等に資する栽培技術の導入に必要な検討会の開催、実証試験の実施等を支援し
ます。

３．ホームユース需要等に対応した品目等の転換の取組

需要のある品目・品種への転換等に必要な転換先品目の需要調査、栽培実証、
栽培マニュアルの作成等を支援します。

４．新たな需要開拓・利用拡大の取組

需要拡大が見込まれるホームユース向けに適した利用スタイルの提案、需要喚起
のためのPR活動や新規購買層の獲得に向けた販路開拓、花き利用の拡大に資す
る体験活動等を支援します。

【令和７年度予算概算決定額 728（728）百万円】

＜対策のポイント＞
物流2024年問題に対応した花き流通の効率化、高温下での品質確保に向けた病害虫被害の軽減や需要期に合わせた生産・出荷などの産地の課題解
決に必要な技術導入、需要のある品目への転換や導入を支援するとともに、花き需要の回復に向けて、新たな需要開拓、利用拡大に向けたPR活動等の前
向きな取組を支援します。

＜事業目標＞
花き産出額の増加（3,687億円［平成29年］→4,500億円［令和12年まで］）

＜事業の流れ＞

国

定額

［お問い合わせ先］農産局園芸作物課（03-6738-6162）
民間団体

〇パレット・台車等輸送基盤の標準化
〇受発注データ等のデジタル化
〇短茎など効率的な流通規格の導入
〇流通効率化に向けた調査、検討会
開催 等

流通の効率化

〇ホームユース等に適した利用スタイルの提案
〇サブスク等の新たな販売方法の検討
〇消費拡大に資する情報提供、セミナー開催、
園芸体験の実施 等

新たな需要開拓や利用拡大

〇需要拡大が見込まれる品目への転換
〇収益性向上が見込まれる品目への転換
〇増産要望のある品目の導入 等

需要のある品目への転換等

生産体制の強化

〇効果的な病害虫防除技術
〇需要期に出荷するための開花調整技術
〇生産コスト低減や品質向上に資する栽培
技術の導入 等

持続的生産強化対策事業のうち

花き支援対策



＜事業の内容＞ ＜事業のイメージ＞

１．国際園芸博覧会会場建設事業                            【ー（43）百万円】

（令和６年度補正予算額 2,300百万円）

2027年の国際園芸博覧会開催に向け、主催団体（公社）２０２７年国際園芸

博覧会協会が実施する会場建設に要する経費を支援します。

２．国際園芸博覧会政府出展委託事業                        【ー（223）百万円】

（令和６年度補正予算額 252百万円）

本博覧会における開催国政府展示の設計及び催事準備等業務を委託します。

３．国際園芸博覧会施設整備事業      【413（ー）百万円】

（令和６年度補正予算額 1,143百万円）

開催国政府展示に係る展示施設の建設等を実施します。

４．国際園芸博覧会推進活動委託事業    【43（47）百万円】

本博覧会の開催に向け、BIE（博覧会国際事務局）が行う現地調査への対応、各国

等への参加招請活動、花き業界や消費者に向けた機運醸成等に関する業務を委託します。

２０２７年国際園芸博覧会事業

＜事業の流れ＞

＜対策のポイント＞
2027年（令和９年）に横浜において開催される２０２７年国際園芸博覧会の成功に向け、機運醸成とともに準備及び運営を行う（公社）２０２７年

国際園芸博覧会協会が実施する会場建設に係る費用の一部補助や、日本国政府出展の設計等を進めます。国際園芸博覧会においては、我が国の高品質な
花きをいけばなや盆栽等の花き文化とともに紹介し、国内外の需要の拡大を図ることによって、我が国の花き産業の成長産業化、花きの生産振興を実現します。
＜政策目標＞

国産花き産出額の増加（4,500億円［令和12年まで］）

［お問い合わせ先］農産局園芸作物課（03-6738-6162）

【２０２７年国際園芸博覧会の概要】

テーマ： 幸せを創る明日の風景

開催場所：旧上瀬谷通信施設（博覧会区域：約100ha）

開催期間：2027年３月19日～９月26日

参加者数：1,500万人（ICT活用や地域連携などの多様な

参加形態を含む）

開催主体：（公社）２０２７年国際園芸博覧会協会

国 民間団体

委託

（２、4の事業）

国 （公社）２０２７年国際園芸博覧会協会

１／３（国土交通省と同額負担）

（１の事業）

（令和６年度補正予算額 3,695百万円）

※３の事業は直轄で実施

【令和７年度予算概算決定額 456（313）百万円】



施設園芸等燃料価格高騰対策

＜対策のポイント＞
経営費に占める燃料費の割合の高い施設園芸及び茶において、燃料価格高騰の影響を受けにくい経営への転換を進めるため、計画的に省エネルギー化等
に取り組む産地を対象に、農業者と国で基金を設け、燃油・ガスの価格が一定の基準を超えた場合に補塡金を交付するセーフティネット対策を講じます。

＜事業目標＞
燃料価格高騰の影響を受けにくい経営への転換（施設園芸等の主要な産地におけるＡ重油等の使用量を15％削減［令和７年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

燃料価格が高騰している状況を踏まえ、基金への積み増しを行い、燃料価格高騰の
影響を受けにくい経営への転換を支援します。

１．施設園芸セーフティネット構築事業    
施設園芸の省エネルギー対策等に計画的に取り組む産地を対象に、農業者と国の

拠出により資金を造成し、燃料価格の高騰時に補塡金を交付します。
※対象燃料：Ａ重油、灯油、LPガス（プロパンガス）、LNG（都市ガス）

２．茶セーフティネット構築事業 
茶の省エネルギー対策等に計画的に取り組む産地を対象に、農業者と国の拠出に

より資金を造成し、燃料価格の高騰時に補塡金を交付します。
※対象燃料：Ａ重油、LPガス（プロパンガス）、LNG（都市ガス）

＜事業の流れ＞

国
(一社)日本施設

園芸協会
都道府県
協議会

農業者の組織
する団体等

定額定額 定額

補塡金＝補塡単価（発動基準価格との差額）×当月購入数量の70％※

セーフティネットの発動
燃料価格

※ 価格急騰時等には、
100％に引き上げ

国と生産者が積み立てた資金から補塡
【国と生産者の負担割合１：１】

発動基準価格
（過去７年中５年平均）

【セーフティネット対策のイメージ】

省エネルギー対策計画の策定・実施

セーフティネット対策

燃料価格高騰の
影響を受けにくい
経営への転換

【省エネルギー対策計画のイメージ】 ※ ２期目以降に継続加入する場合は、単
位生産量当たり燃料使用量を15％以上削
減目標（収量増で達成可能）でも可。

加入 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

１期目 ２期目

15%

削減
合計

30%

燃
料
使
用
量

省エネチェック
シートの実践

省エネ効果のある
資材等を導入

ヒートポンプ等
省エネ機器の導入

【令和６年度補正予算額 2,880百万円】

［お問い合わせ先］（１の事業）農産局園芸作物課 （03-3593-6496）
（２の事業）         果樹・茶グループ （03-6744-2194）



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

SDGsに対応した施設園芸に向けた重点支援モデル確立実証
 施設園芸分野で化石燃料からの脱却に向け、地域の気象条件や栽

培管理方法、エネルギー資源等を踏まえた施設園芸モデルの策定を促
進します。都道府県等において、地中熱や地下水熱等の地域資源・再
生可能エネルギー等を活用し、慣行よりもCO2を大幅に削減可能で、収
益性向上と両立可能な施設園芸の重点支援モデルの確立・普及に必
要な以下の取組について支援します。

① 地域に適した重点支援モデルを確立するための栽培・経営実証
② 地域における地中熱・地下水熱、廃熱、温泉熱等のエネルギーの
 賦存量調査及び賦存量マップの作成

③ 産地に重点支援モデルを普及するための経営指標やマニュアルの
作成、セミナー等による情報発信

※重点支援モデルを策定することを要件とします

SDGsに対応した施設園芸に向けた重点支援モデル確立実証

[お問い合わせ先]  農産局園芸作物課（03-3593-6496）

みどりの食料システム戦略推進交付金のうち

SDGs対応型施設園芸確立

＜対策のポイント＞
みどりの食料システム戦略の実現に向けて、地域資源・再生可能エネルギー等を活用した持続可能な施設園芸への転換を促進するため、SDGsに対応し、
環境負荷低減と収益性向上を両立した重点支援モデルを確立するための栽培実証や産地内への普及の取組を支援します。

＜政策目標＞
化石燃料を使用しない園芸施設への移行 （加温面積に占めるハイブリッド型園芸施設等の割合50％［令和12年］）

＜事業の流れ＞

国
都道府県

定額

※以下の場合に優先的に採択します
・みどりの食料システム法に基づく特定区域において取組を行う場合
・事業実施主体の構成員（農業者、民間団体等）が「みどり認定」等を受けている場合 等

CO2削減技術を普及させるため
のメーカ等を講師とした農業者へ
技術講習会等

実証により得られた知見を広く普及させるため
の経営指標等を作成・公表

都道府県等の主要品目で、重点支援モデルの環境負荷低減
効果（化石燃料の削減率）と生産性・収益性向上効果等を
確認し、環境設備や最適なエネルギーマネジメント等を検討

コスト

〇％削減
→所得

〇％up

CO2

〇％削減

①重点支援モデル確立のための栽培・経営実証

③経営指標やマニュアル作成、情報発信

環境負荷低減を行っている
農産物への消費者理解を
促進するための取組

②地域エネルギーの賦存量調査及びマップ作成

地域における地中熱・地下水熱、廃熱、温泉等の
エネルギーの賦存量を把握するための情報収集、
賦存量マップの作成

協議会（都道府県を含む）等

定額、1/2以内

工場等の
排熱活用

経営指標

○○県

地中熱・地下水
熱の活用

温泉熱
の活用

地中熱・
地下水熱

廃熱

温泉熱

温湯
タンク熱交換器

都道府県

定額、1/2以内

９

【令和７年度予算概算決定額 612（650）百万円の内数】
（令和６年度補正予算額 3,828 百万円の内数）



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．データ駆動型農業の実践体制づくり支援

施設園芸産地を中心として、データに基づき栽培技術・経営の最適化を図
る「データ駆動型農業」の実践を促進するため、産地としての取組体制の構
築、データ収集、分析機器の活用、新規就農者の技術習得等を支援しま
す。

２．スマートグリーンハウス展開推進

従来型の既存ハウスからデータ駆動型の栽培体系への転換や、化石燃料
の使用量削減に資する施設園芸への転換に係る事例収集、課題・ノウハウ
の整理、更なる低コスト化の検討、農業者への情報発信等の取組を支援し
ます。また、海外等においてスマート技術を含む施設園芸の現地生産に取り
組むにあたり、課題となりやすいポイントごとに、本格的な事業化に先立った事
業化可能性調査を支援することにより、スムーズかつ低リスクな事業化を推進
します。

データ駆動型農業の実践・展開支援事業 【令和７年度予算概算決定額 171（ー）百万円】

＜対策のポイント＞
データに基づき栽培技術・経営の最適化を図る「データ駆動型農業」の実践及び施設園芸における化石燃料使用量削減に向けた取組を促進するため、デー

タ駆動型農業の実践体制づくりやデータ駆動型農業及び化石燃料使用量削減に資する施設園芸への転換に係る事例収集やノウハウの整理・横展開、海
外等におけるスマート技術を含む施設園芸の現地生産に係る事業化可能性調査を支援します。

＜政策目標＞
スマート農業技術の活用割合を50％に向上［令和12年度まで]

［お問い合わせ先］（１の事業）農産局園芸作物課（03-3593-6496）
穀物課      （03-3502-5965）

（２の事業）         園芸作物課（03-3593-6496）

国

＜事業の流れ＞

民間団体等
定額

（２の事業）

担
い
手
に
よ
る
「
デ
ー
タ
駆
動
型
農
業
」
の
実
践

データ フル活用の体制づくり
⚫農業者・企業・普及組織等による体制構築
⚫データ収集・分析機器の活用
（環境モニタリング、環境制御、データに基づく施肥技術）
⚫新規就農者の技術習得
⚫既存ハウスのリノベーション 等

⚫データ駆動型農業の実践及び化石燃料使用量削減に係る
課題・ノウハウの整理、更なる低コスト化の検討、情報発信

⚫海外等におけるスマート技術を含む施設園芸の現地生産の
事業化可能性調査

定額
都道府県 協議会 （１の事業）

定額、1/2

開発
実証

新技術実装に向けた産地の体制づくり

実
用
化
段
階
に
あ
る
新
技
術

スマート農業普及のための環境整備スマート農業技術活用促進総合対策



養蜂等振興強化推進

【令和７年度予算概算決定額 219（219）百万円】

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．蜂群配置調整適正化支援
① 蜂群配置調整の適正化に向けた環境整備のため、蜂群の位置情報や蜜源植
物の植栽状況の実態把握、樹木を中心とした蜜源植物の植栽・管理などの取組、
耕蜂連携による蜜源植物の定着化に向けた実証を支援します。

② 適正な蜂群配置調整の参考となる優良事例の調査・分析、蜜源植物の位置や
植物の種別、蜂群の位置情報をはじめとする関連データを蓄積・活用するための
検討会の開催や地図データの作成を支援します。また、飼育届に付帯する蜜源・
採蜜成績等をデジタルデータ化した上で、蜂群数、気象等との相関を分析する取
組を支援します。

２．花粉交配用昆虫の安定確保支援
① 園芸産地において、花粉交配用蜜蜂を養蜂家と連携して安定的に確保する協
力プランの作成や蜜蜂の適切な管理技術、他の花粉交配用昆虫による代替技
術の実証等を支援します。また、特定外来生物であるセイヨウオオマルハナバチから
在来種マルハナバチへの転換実証を支援します。

② 養蜂家による花粉交配用蜜蜂群の供給体制を強化するための蜂群の低温管
理技術の導入や冬期間の管理技術の実証などの取組を支援します。

３．飼養衛生管理技術向上支援
ダニの防除手法を中心とした飼養衛生管理、蜜蜂への負荷の少ない輸送方法の
検討、蜜蜂の飼養管理の高度化・省力化のための技術の普及などの取組を支援し
ます。

養蜂等振興強化推進事業の実施による課題の解決

＜対策のポイント＞
養蜂振興のため、蜜源植物の確保や植栽状況の実態把握、蜂群配置調整の適正化やダニの防除手法を中心とした飼養衛生管理技術の普及に向けた

取組を支援します。また、花粉交配用昆虫の安定確保を図るため、園芸産地と養蜂家の連携や在来種マルハナバチの利用拡大、健全な蜂群の供給に向け
た技術導入の取組を支援します。

＜事業目標＞
○ 蜜源植物の植栽面積拡大や適正な蜂群配置調整、ダニ被害低減による蜂群数増加（21万5千群［令和元年度］→30万群［令和11年度まで］）
○ セイヨウオオマルハナバチから在来種マルハナバチへの転換の加速化

［お問い合わせ先］（１、2②、３の事業）畜産局畜産振興課（03-3591-3656）
  （２①の事業）     農産局園芸作物課（03-3593-6496）

＜事業の流れ＞
国 協議会、民間団体等

定額

○ 蜜源植物の植栽面積が減少傾向で推移する中、蜜蜂の飼養戸数は趣味養蜂の普及
もあって増加しており、一部では飼養者間での蜂群配置に関するトラブルも発生。

○ 農薬や熊による被害を避けるよう蜂群の飼養場所に変更の必要が生じても、十分な蜜
源を確保することが困難。

○ 都道府県による適正な蜂群配置調整を求める声が高まる中、県等が蜜源植物の植栽
の状況や蜂群の配置に関する詳細な情報を把握できる仕組みの整備が必要。

養蜂等を取り巻く課題

○蜂群配置調整の適正化による蜜源の有効利用

○花粉交配用昆虫の安定確保による施設園芸の
体制強化

事業実施により目指す姿

○ 養蜂家の所得増加と地域の活性化

○ 蜜蜂の飼養衛生管理技術の向上等
による養蜂経営の安定

○ 蜂群配置調整の適正化による蜜源の有効利用

○ 花粉交配用昆虫の安定確保による施設園芸の
体制強化

○ 近年の天候不順等により花粉交配用蜜蜂の供給が不安定な傾向にあることから、園芸
産地と養蜂家の連携等による花粉交配用蜜蜂の安定確保が必要。

○ 施設トマト等の花粉交配に利用されているセイヨウオオマルハナバチは平成18年に特定
外来生物に指定されており、平成29年には「セイヨウオオマルハナバチの代替種の利用方
針」を定めており、在来種マルハナバチへの転換加速化が急務。

○ ダニ被害軽減のため、ダニ駆除剤の適正使用等、飼養衛生管理の高度化が必要。

○ 養蜂家の高齢化や人手不足などが進展する中で、省力化のための技術普及が必要。



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．農畜産業における廃プラスチック対策の推進 【２（４）百万円】

農畜産業由来の廃プラの排出抑制・資源循環利用の推進に向け、農業現場の

先進的な取組事例や廃プラのリサイクル技術、プラ条約の影響等に関する調査の

取組を支援します。

２．プラスチックを使用した被覆肥料に関する調査       【７（７）百万円】

プラスチックを使用した被覆肥料の被膜殻の流出防止や排出抑制に向け、被覆肥

料の代替技術等の調査を行います。

＜対策のポイント＞
令和元年5月に閣僚会議で決定された「海洋プラスチックごみ対策アクションプラン」等に基づき、農林水産省としても「新たな汚染を生み出さない世界」の実

現を目指し、所管する各業界におけるプラスチックごみ対策を強力に推進します。

＜政策目標＞
2040年までに海洋プラスチックごみによる追加的な汚染をゼロにまで削減

【令和７年度予算概算決定額  ９（10）百万円】

【プラスチック資源循環の推進】

• 農畜産業から排出されるプラス
チックの排出抑制、リサイクル率
の向上に向け、農業現場の先
進的な取組事例や廃プラの処
理技術、プラ条約の影響等に関
する調査を支援します。

【流出防止・排出抑制】

• 被覆肥料に由来するマイクロ
プラスチックの流出防止や排
出抑制

１．農畜産業における廃プラスチック対策の推進

［お問い合わせ先］（１の事業） 農産局園芸作物課 （03-3593-6496）
畜産局飼料課 （03-6744-7193）

（２の事業） 農産局技術普及課 （03-6744-2186）

被覆肥料の代替技術等の調査

２．プラスチックを使用した被覆肥料に関する調査

油

排出時期の
ピークカットや
減容化等によ
る排出抑制

プラスチック資
源の循環利
用に向けた取
組

農林水産分野における持続可能なプラスチック利用対策事業のうち

農畜産業プラスチック対策強化事業

国

定額

＜事業の流れ＞

委託

（１の事業）

（２の事業）民間団体等

民間団体等



＜事業の内容＞ ＜事業イ メ ー ジ＞

１．排出抑制・循環利用に向けた農業分野の計画策定
   プラスチックに関する条約に係る動向を踏まえ、農業分野のプラスチック使用削減・
適正回収・リサイクル等に係る課題と対応策を整理し、国内計画を策定するための検
討会の開催を行います。

２．プラスチック代替資材導入推進事業
紙・生分解性プラスチック等を使用したプラスチック代替資材の導入によるプラスチッ

クの排出抑制の取組を支援します。
① プラスチック代替資材の実用化

 生分解性の分析、認証取得及び実用化に向けた農業生産現場での実証、
 現場導入の検討等

② プラスチック代替資材の普及のための情報発信
 マルチ等の農業資材の情報を収集し、認証取得、活用事例等を発信

３．農業用資材の資源循環利用推進事業
農業由来廃プラスチックの排出抑制や資源循環利用の推進に向け、以下の取組

を実施する意欲的な都道府県協議会・市町村協議会等を支援します。
① 生分解性マルチや中長期展張フィルムの活用等の廃プラスチックの排出抑制
 につながる取組促進のための研修や広報等の普及啓発
② 現状で取り組んでいないリサイクル方法(マテリアルリサイクル・ケミカルリサイク
 ル等)への転換に向けた検討会の開催やリサイクル事業者と連携した廃棄物処
 理や再資源化処理の試行的な取組

Refuse
（不使用）

製品を使用しない

Re-design
（再設計）

代替素材に切替
製品設計の変更

Reduce
（使用低減）

使用量を低減

Reuse
（再使用）

耐久性を高めて
繰り返し使用

Recycle
（リサイクル）

廃棄物を再生処理
して使用

Recover
（熱回収）

エネルギーを回収

単純焼却
埋め立て

素材混合、製品劣化、
土壌で汚染の場合

＜対策のポイント＞
プラスチック汚染に関する法的拘束力のある国際文書（条約）に係る動向を踏まえつつ、プラスチックの更なる使用削減・適正回収・リサイクル等に向けて、①
プラスチックの排出抑制に向けた農業分野の計画を策定するための検討会を開催するとともに、②プラスチック代替資材への切替えの検討や、③農業用資材
の資源循環利用の推進の取組を支援します。

＜政策目標＞
プラスチック廃棄物の排出の抑制

＜事業の流れ＞

国
定額

［お問い合わせ先］（１,２の事業） 農産局農業環境対策課（03-3502-5956）
（３の事業）  園芸作物課（03-3593-6496）

高

環
境
に
対
す
る
優
先
度

低

プラ代替資材への切替え

農業用資材の資源循環利用

生分解性プラスチック
紙等の素材の導入

再生処理

プラスチックの排出抑制に向けた農業分野の計画策定

委託

１の事業

２の事業民間団体等

民間団体等

３の事業協議会等
定額

排出抑制
資源循環利用

試行的
取組 地域

連携
普及
啓発

みどりの食料システム戦略緊急対策のうち

農業生産におけるプラスチック排出抑制対策事業

図：「The work of FAO on plastics used in agriculture」
（FAO）をもとに農業環境対策課で作成

【令和６年度補正予算額 3,828 百万円の内数】



園芸産地における事業継続強化対策

＜対策のポイント＞
自然災害発生に予め備え、災害に強い産地を形成するため、園芸産地における非常時の対応能力向上に向けた複数農業者による事業継続計画（BCP）
の策定を支援します。また、BCPの実行に必要な体制整備やBCPの実践に必要な取組を支援します。

＜事業目標＞
全国の非常時の備えが必要な施設園芸等の産地において、BCPの策定とBCPに基づく対策を実施し、非常時の対応能力を向上［令和７年度まで］

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

産地の生産部会等の単位で複数農業者による共同の事業継続計画（BCP）
を策定し、計画に基づく事業の継続や非常時の早期復旧に必要な体制整備、
BCPの実践に必要な技能習得、災害復旧の取組実証、ハウスの補強等の
被害防止対策に資する取組を支援します。

１．園芸産地における事業継続計画の検討及び策定等
① 事業継続計画の検討、策定
② 非常時の協力体制の構築

２．園芸産地における事業継続計画の実践
① 自力施工等の技能習得、災害復旧の実証

ア 災害に備えた自力施工技能習得、復旧体制の整備

② 既存ハウスの補強等の被害防止対策
ア 災害に備えたハウスの補強、防風ネットの設置
イ 停電時の被害防止に必要な非常用電源や大雪によるハウス倒壊を防ぐ

   融雪装置等の導入

 

＜事業の流れ＞

国 都道府県
市町村、農業者の
組織する団体等

定額 定額、1/2

（１、２の事業）

［お問い合わせ先］農産局園芸作物課（03-3593-6496）

【令和６年度補正予算額 260百万円】

・業務継続のため、地域の関係者が連
携する体制を整備しておくことが重要

〇産地単位や法人グループ単位で
事業継続計画（BCP）を検討・策定、
非常時の協力体制の構築

→産地での事業継続計画の策定と
 実践を加速化

【支援内容】

非常時の協力
体制の構築

非常用電源の
共同利用

ハウスの補強

台風・大雪等の自然災害によって通常の農業
生産が困難になるおそれ

事業継続計画（BCP）

防風ネットの設置

○補強等の被害防止対策への取組

降雹や浸水被害等
の自然災害への被害
防止対策に資する資
材等の導入も可

ハウス自力施工研修
など技能習得

自力施工体制の活用等に
よる災害復旧の取組実証

○自力施工等の技能習得、災害復旧
の実証



持続的生産強化対策事業のうち

果樹農業生産力増強総合対策
【令和７年度予算概算決定額 5,323（5,054）百万円】

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．省力的な樹園地への改植・新植支援

省力樹形や優良品目・品種への改植・新植と、それに伴う未収益期間における

幼木の管理に要する経費を支援します。※省力樹形等への改植・新植を優先的に支援。

２．新たな担い手の確保・定着の促進支援

果樹産地における新たな担い手の確保・定着に向け、果樹型トレーニングファー

ムの整備や、運営に必要な技術指導・管理委託等に要する経費を支援します。

３．苗木供給力の強化、国産花粉の安定生産・供給体制整備への支援

省力樹形の導入等に必要な苗木について、省力的な苗木生産設備の整備や、

契約に基づく苗木の生産拡大に伴い必要となる安定生産技術の導入を支援しま

す。また、国産花粉の安定生産・供給に向けた取組を支援します。

４．国産果実の流通加工への支援

慢性的な供給不足となっている加工・業務用等の国産果実の省力的生産・出荷

の実証等の取組を支援します。

５．産地構造の転換に向けたパイロット実証への支援

生産性を飛躍的に向上させた生産供給体制モデルを構築する都道府県等コン

ソーシアムの実証の取組を支援します。併せて、モデルを全国に展開させる取組を

支援します。

［お問い合わせ先］（１~３、５の事業）農産局果樹・茶グループ（03-3502-5957）
（４の事業）                   園芸作物課  （03-3501-4096）

＜対策のポイント＞
国内外の需要に応えきれていない果樹の生産基盤を強化するため、省力的な樹園地への改植・新植等の取組を支援するほか、新たな担い手の確保・定着、
生産性を飛躍的に向上させるための産地構造の転換に向けた実証等の取組を支援します。

＜事業目標＞
果実の生産量の拡大（283万t［平成30年度］→308万t［令和12年度まで］）

＜事業の流れ＞

国
全国団体

定額 定額、1/2
果樹生産者（担い手）
農業者の組織する団体

 民間団体 等
定額、1/2

（５の事業）

（１~４の事業）

省力的な樹園地への改植・新植 新たな担い手の確保・定着の促進

・「地域計画の目標地図に位置付けられた者（見込含む）が将来に

わたって営農を行うことが確実な園地」の改植・新植を支援

・自園地を省力樹形に一⻫改植し、成園までの間は代替園地で営農

を継続する取組を支援

（代替園地に対し、11.2万円/10a×５年分＝56万円/10a）

品 目 かんきつ りんご

省力樹形
栽培

111（108）
万円/10a

（根域制限栽培）

73（71）
万円/10a

（超高密植栽培）

慣行栽培 23（21）
万円/10a

17（15）
万円/10a

未収益期間
対策

5.5万円/10a×４年分
※ 幼木管理経費（品目共通）

【改植（括弧内は新植）の支援単価の例】

全国推進事業
全国的な取組に展開

サービスの提供、
労働力の融通等

法人経営体等

加工

高品質果実

業務用果実

加工仕向
果実

流通事業者や
サービス事業体等

データ
連携

全国協議会

コンソーシアム

流通

販売

スマート
農業

将来にわたり
需要に
応えられる

生産供給体制

パイロット実証事業

産地構造の転換に向けたパイロット実証への支援

コンソーシアムによるモデルの構築

＜支援内容＞

果樹型ＴＦ ・整備した園地で
新規就農希望者
の研修を行い、
当該園地を研修
終了後に居抜きで
継承

• 果樹型TFの整備
（改植、小規模園地整備等）

• 果樹型TFの管理

（技術指導・管理委託等の経費）



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．中価格帯・加工専用果実生産支援事業

消費者ニーズを捉えた果実加工品の試作、当該加工品の原料価格を想定した

省力化栽培・出荷技術の実証等の取組を支援します。（補助率：定額）

２．国産果実競争力強化事業

かんきつ果汁に係る経営分析・過剰設備の廃棄、全ての国産果実を対象とした

高品質果汁製造設備の導入等を支援します。

（補助率：定額、2分の１以内、3分の１以内）

３．加工・業務用果実安定供給連携体制構築事業

加工・業務用等の果実の生産・流通実態を踏まえ、需要に適応した安定的な流

通体制を構築するための契約取引の実証や、果実の選別及び出荷体制の構築等

を支援します。（補助率：定額）

３．産地と果実加工業者が一体的に行う供給不足解消の取組の推進

・需要に対応したサプライチェーン構築のための供給・販売計画の策定、需要調査

・省力化する技術等の栽培実証データの取得・分析 など

＜事業の流れ＞

国 全国団体

定額

交付

県法人等

定額、
1/3、1/2

生産出荷団体、
果実加工業者等

１．産地が主体となって行う生産・加工の取組の推進

・新たな果実加工品の試作による産地の収益力の向上

・収量増加に繋がる剪定方法の改善

・施肥方法の改善や防除作業の省力化による資材費の低減

・摘果を省略した栽培の実証や省力出荷の検討 など

［お問い合わせ先］農産局園芸作物課 （03-3501-4096）

国産果実の加工・業務用需要へ対応をするため、

○ 産地が主体となって行う果実加工品の試作の取組、省力化栽培・出荷技術等の実証

○ 高性能・高機能搾汁機等の整備等による消費者ニーズへの対応

○ 国産果実の需要に適応した契約取引の実証や、実需者とともに行う契約栽培の実証等

を支援します。

果樹農業生産力増強総合対策（４．国産果実の流通加工への支援）

果実流通加工対策事業

２．果汁製造業の競争力強化の推進、果汁製品の高品質化設備の導入

・高機能搾汁機、長期保存施設等の導入

・新製品の開発、需要拡大に向けた取組の実施 など



野菜・果実の消費拡大支援委託事業

＜対策のポイント＞
規制のサンドボックス制度（新技術等実証制度）の成果物「直販所や量販店の野菜・果実の栄養素の一般的な機能性・特徴表示に関するPOP表示マ
ニュアル」の普及に向けた研修等を実施します。

＜事業目標＞[令和５年→令和７年まで]
POP表示マニュアルを踏まえた適切な表示に取り組む小売店等の増加

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

POP表示マニュアル普及事業

規制のサンドボックス制度（新技術等実証制度）(※)の成果物「直販所

や量販店の野菜・果実の栄養素の一般的な機能性・特徴表示に関する

POP表示マニュアル」の普及に向け、直販所や量販店に対し、適切なPOP

表示手法等に関する研修を行うとともに、POP表示による野菜等の消費拡大

効果の検証を実施します。

(※)規制のサンドボックス制度（新技術等実証制度）
既存の規制の適用を受けることなく、新しい技術等の実証を行うことができ

る環境を整えることで、迅速な実証を可能にし、円滑な事業化、規制改革
を推進するもの。（産業競争力強化法に基づく制度）

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］農産局園芸作物課（03-3501-4096）

POP表示マニュアル（一部抜粋版）

国 民間団体

委託

現状と課題

◯ 近年、消費者の健康志向などを背景として、野菜・果実などの生鮮食品に含まれる成分

やその成分の機能性に対する関心が高まっている。

〇 生鮮農産物である野菜・果実の表示は、食品表示法、景品表示法、健康増進法等に基

づき適切に行えば、食品表示法の機能性表示食品の届出を行わなくても、一般的な特徴

（特定成分の含有の有無や当該成分の一般的な機能性など）について表示できるものの、

POPや広告等が特定の食品を指してはならない等の食品表示法の規定や、優良誤認、虚

偽・誇大広告に関する景品表示法及び健康増進法等の規定に抵触しないよう留意が必要。

○ 小売りの現場において適切な広告活動が行われ、野菜・果実に関する消費者の理解が

促進されるよう「POP表示マニュアル」の普及を図る必要がある。

事業スキーム

店舗での適切なPOP表示と
消費者の理解促進

【小売店への研修】 【POP表示の効果の検証】

野菜摂取状況が測定できる機器を

活用し、店舗利用者の摂取量の変

化を測定

⇒摂取量の増加効果を客観的に示す

野菜・果実の消費拡大・生産者の所得向上

【令和７年度予算概算決定額１（１）百万円】



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

 輸出先国の主要輸出障壁の実態調査、データ収集

○ 放射性物質に係る日本産農林水産物・食品への輸入規制について、規制撤
廃に向けた二国間協議を加速させるため、輸出先国からの要求等に応じて必要と
なる、日本産農林水産物・食品の安全性を証明する科学的データなどの情報の
収集・分析を実施します。

○ 放射性物質関係以外の輸入規制や規則についても、食品の安全性や環境へ
の配慮等の観点から次々と新たに高度かつ複雑な規則が制定される方向にある
中で、こうした規則が日本産農林水産物・食品の輸出の妨げとならないよう、輸出
障壁となる可能性がある輸出先国の規則等に関する調査等を実施し影響を評
価します。

○ 我が国では使用が認められているが、輸出先国・地域では認められていない農
薬等の化学物質について、輸出先での基準値設定を申請するために必要な各種
試験データの取得や分析、輸出先当局との調整等を行います。

＜対策のポイント＞
 輸出先国の規制の緩和・撤廃に向けた協議の加速化を推進するため、輸出先国からの要求等に応じて必要となる日本産農林水産物・食品の安全性を
証明する科学的データの収集・分析や諸外国の新たな規則に関する調査・分析等を実施します。
＜事業目標＞
   農林水産物・食品の輸出額の拡大（２兆円［2025年まで］、５兆円［2030年まで］）

＜事業の流れ＞

国 民間団体等

委託

［お問い合わせ先］輸出・国際局規制対策グループ（03-6744-1775）

放射性物質、食品安全、環境への配慮等の規制や規則が輸出障壁となり、
日本産農林水産物・食品が輸出できない／今後できなくなるおそれ

➢ 輸出先国からの要求等に応じて必要となる
農林水産物・食品の安全性を証明する
科学的データの収集

➢ 規制や規則に関する情報収集・分析、
輸出に与える影響の評価等

調査

➢ 適切なデータの提示を通じた二国間協議の加速化
➢ 規則の内容や、新たな規則に対応するための

ガイダンスを輸出に取り組む事業者へ提供等

活用

放射性物質に係る輸入規制の撤廃のほか、収集・分析
した情報に基づき、国と輸出事業者双方が規則への対応を
進めることにより、日本産農林水産物・食品の
輸出先国や輸出可能な品目が拡大

効果

課題

輸出環境整備推進事業のうち

輸出先国の主要輸出障壁の実態調査、データ収集等事業
【令和７年度予算概算決定額 476（290）百万円】



＜対策のポイント＞
青果物輸出産地の体制を早急に強化するため、輸出先国の植物検疫条件や残留農薬基準等の規制に対応した生産体制や、品質保持のための流通体
制の強化、輸出向けロットの確保等に向けて複数の産地と輸出事業者が連携して行う取組を支援します。

＜事業目標＞
農林水産物・食品の輸出額の拡大（２兆円［2025年まで］、５兆円［2030年まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．生産体制の強化に向けた取組

輸出先国・地域における残留農薬基準値等の規制やニーズに対応した青

果物の生産体系の強化のため、残留農薬分析、農薬等使用資材やほ場

環境等のデータ収集・分析、防除暦の見直し、効率的な植物検疫対応技

術の導入などの取組を支援します。

２．品質保持流通体制の強化に向けた取組

輸出先国・地域におけるニーズに対応した青果物の品質を確保するため、

長期保存・鮮度保持流通体系の確立に向けた最適条件の検討、産地に

おける鮮度保持のための機器等のリース導入、MA包装や緩衝資材等を

組み合わせた輸送手法の導入、青果物の品質確認に必要な分析、マニュ

アルの作成などの取組を支援します。

３．複数の産地と輸出事業者による取組

輸出向けロットの確保や流通の効率化等を図るため、複数の産地と輸出

事業者による、産地間連携に向けた合意形成、効率的な集出荷手法や輸

出用容器・包装形態の検討・導入にかかる実証などの取組を支援します。

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］農産局園芸作物課（03-3502-5958）

【令和６年度補正予算額 40百万円】

国

定額、1/2

民間団体等

○ 産地間連携に向けた
合意形成を図る取組

○ 効率的な集出荷手
法の導入実証

○ 輸出用容器・包装形
態の検討・導入実証

など

X剤1ppm
Y剤1ppmですね。

１ 生産体制の強化に向けた取組

代替防除の検討
防除暦の見直し

代替防除手法の例
（光反射材を織り込んだ防虫ネット）

国別残留農薬基準値
 A国 B国  C国

X剤 2  1  1
Y剤  2 0.2  不検出

残留農薬等
を分析

代替防除でY剤は不要に

輸
出
先
国
の
規
制
へ
の
対
応

（福岡農林試提供）

輸出先の残留農薬
基準値をチェック

２ 品質保持流通体制の強化に向けた取組

国内輸送 海外輸送 輸出先での販売

鮮度保持のた
めの機器等の
リース導入

MA包装(※1)や緩衝資材の活用、
CA貯蔵(※2)などを組み合わせた

輸送手法の導入

青果物の品質確認
に必要な分析（水

分や糖度等）

品
質
確
保
と
ロ
ス
率
低
減
を
実
現

※1 MA包装：包装内の空気を「低酸素、高二酸化炭素」にすることにより、青果物の呼吸を抑制する包装資材。
※2 CA貯蔵：酸素及び二酸化炭素の濃度を、青果物の呼吸作用を抑える組成にコントロールする貯蔵方法。

生産

Ａ産地

Ｂ産地

C産地

輸出事業者

産地から輸出先までの長期保存・鮮度保持
流通体系の確立に向けた最適条件を検討

輸出先
バイヤー

輸出先
店舗

３ 複数産地と
輸出事業者に
よる取組

輸出向けロットの確保

出荷期間の延長

流通の効率化

グローバル産地生産流通基盤強化緊急対策のうち

青果物輸出産地体制強化加速化事業



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

輸出先国の規制に対応した農畜水産物モニタリング検査や残留農薬基準値設定  
の申請、HACCP等対応施設の認定加速化等の取組を支援するほか、国際的に
通用する認証等の新規取得、海外における品種登録出願や模倣品対策等を支援
します。

１．国内の生産者支援等の取組         150百万円
     
施設認定等の輸出環境の整備に必要な以下の取組を支援します。
① 国際的に通用する認証等の新規取得
② HACCP等の施設認定の加速化
➂ 輸出証明書の発給等体制強化

２．輸出先国の規制対応や知的財産保護の取組 825百万円
                                                                
輸出先国の規制対応や知的財産保護のために必要な以下の取組を支援します。
➀ 輸出先での残留農薬の基準値設定申請に係るデータ収集等
② 農畜水産物モニタリング検査及び検査法の確立
➂ コメ・コメ加工品の輸出に必要な規制対応等
④ 植物品種等海外流出防止
➄ 模倣品等対策

［お問い合わせ先］
（１、２の②の事業） 輸出・国際局規制対策グループ（03-6744-2378）
（２の④⑤の事業）      知的財産課      （03-6738-6169）
（２の①の事業）  農産局園芸作物課              （03-3502-5958）

 果樹・茶グループ  （03-6744-2194）
（２の③の事業）   企画課                    （03-6738-6069）

＜対策のポイント＞
輸出先国の規制に対応した輸出環境整備を通じて、輸出産地・事業者の輸出可能性を高めるため、輸出先国の規制等に関して特に緊急的な対応が
必要な取組を支援します。

＜事業目標＞
農林水産物・食品の輸出額の拡大（２兆円［2025年まで］、５兆円 [2030年まで]  ）

＜事業の流れ＞

国

コンソーシアム 民間団体等

定額、1/2

（２の④の事業）

民間団体等
委託、定額、1/2、事務費

（１、２の①～③、⑤の
事業）

定額、1/2

【1.国内の生産者支援等の取組】 【2.輸出先国の規制対応や知的財産保護の取組】

HACCP等の
施設認定を支援

農畜水産物モニタリング
検査の支援

国際的に通用する認証等
の新規取得の支援

精米輸出用のくん蒸等の
規制対応に対する支援

海外での品種登録の支援
（無断栽培の防止）

輸出先での残留農薬基準値
設定申請に係るデータ収集等

農林水産物・食品の輸出促進のうち

輸出環境整備緊急対策事業
【令和６年度補正予算額 975百万円】



持続的生産強化対策事業

＜対策のポイント＞
産地の持続的な生産力強化等に向けて、農業者、農業法人、民間団体等が行う生産性向上や販売力強化等に向けた取組を支援するとともに、地方公
共団体が主導する産地全体の発展を図る取組を、関連事業における優先採択と併せて総合的に支援します。

＜政策目標＞
○ 加工・業務用野菜の出荷量（直接取引分）の拡大（98万t［平成29年］→145万t［令和12年まで］）
○ 飼料自給率の向上（25％ ［平成30年度］→34％［令和12年度まで］）

＜事業の全体像＞

【令和７年度予算概算決定額 14,214（14,753）百万円】

○ 農産・畜産を問わず、現場の課題が迅速に解決されるよう、生産強化対策等を１つの事業に大括り化し、総合的に支援します。

○ 「茶・薬用作物等地域特産作物体制強化促進」等、関連する事業メニューにおいて、「環境負荷低減事業活動実施計画」、「輸出事業計画」等を策定し
た場合については、優先的に事業を実施することができます。

＜主な支援メニュー＞

米・麦・大豆
野菜・果樹・花き
養蜂
茶・薬用作物
畜産 等

・ 戦略作物生産拡大支援

・ 持続的種子生産に向けた生産・供給体制構築支援

・ 時代を拓く園芸産地づくり支援

・ 果樹農業生産力増強総合対策

・ ジャパンフラワー強化プロジェクト推進

・ 養蜂等振興強化推進

・ 茶・薬用作物等地域特産作物体制強化促進

・ 飼料生産基盤立脚型酪農・肉用牛産地支援 等

農作業安全
GAP 等

農業者等向け事業

○ 品目ごとに政策需要に
対応した支援メニューを設
けるとともに、重点的に取り
組むべき課題の解決を後
押しします。

［品目］

・ 米・麦・大豆
・ 野菜・果樹・花き
・ 養蜂
・ 茶・薬用作物
・ 畜産 等

都道府県向け事業

○ 都道府県のイニシアチブの
下で行う取組を支援します。

［メニュー］

・ 持続的種子生産に向けた
生産・供給体制構築支援

・ 国際水準GAP普及推進

・ 持続可能性配慮型畜産推進
（アニマルウェルフェア・GAP）

[お問い合わせ先]（事業全体について）農産局総務課生産推進室（03-3502-5945）

・ GAP拡大推進加速化

・ 農作業安全総合対策推進  等



共同利用施設の整備支援

＜対策のポイント＞
食料・農業・農村基本法の改正を踏まえた食料システムを構築するため、生産から流通に至るまでの課題解決に向けた取組、産地の収益力強化と持続
的な発展及び食品流通の合理化に向け、強い農業づくりに必要な産地基幹施設、卸売市場施設の整備等を支援します。また、食料・農業・農村基本法の
改正を踏まえ策定される、新たな「食料・農業・農村基本計画」の着実な実施による、農業の構造転換の実現に向け、地域農業を支える老朽化した共同利
用施設の再編集約・合理化に取り組む産地を支援します。

＜事業目標＞
○ 加工・業務用野菜の出荷量（直接取引分）の拡大（98万t［平成29年］→145万t［令和12年まで］）
○ 物流の効率化に取り組む地域を拡大（155地域［2028年度まで］） ○ 化石燃料を使用しない園芸施設への完全移行［2050年まで］ 等

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．強い農業づくり総合支援交付金
①食料システム構築支援タイプ

食料・農業・農村基本法の改正を踏まえた食料システムを構築するため、実需とのつな
がりの核となる拠点事業者と農業者・産地等が連携し、生産から流通に至るまでの課題
解決に必要なソフト・ハードの取組を一体的に支援します。
②産地基幹施設等支援タイプ

産地農業において中心的な役割を果たしている農業法人や農業者団体等による集出
荷貯蔵施設や冷凍野菜の加工・貯蔵施設等の産地の基幹施設の整備等を支援します。
③卸売市場等支援タイプ

物流の効率化、品質・衛生管理の高度化、産地・消費地での共同配送等に必要なス
トックポイント等の整備を支援します。

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］
（１の①②、２の事業）農産局総務課生産推進室  （03-3502-5945）
（１の③の事業） 新事業・食品産業部食品流通課（03-6744-2059）

【令和７年度予算概算決定額 19,952（12,052）百万円】
（令和６年度補正予算額  40,000百万円）

・助成対象：整備事業（農業用施設）
 ソフト支援（農業用機械、実証等）

・補助率  ：定額、1/2以内
・上限額  ：整備事業 20億円/年

 ソフト支援 5,000万円/年  

①食料システム構築支援タイプ（国直接採択・都道府県交付金）

食
料
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
支
援

・助成対象：農業用の産地基幹施設
・補助率  ：1/2以内等
・上限額 ：20億円等

産
地
競
争
力

の
強
化

食
品
流
通

の
合
理
化

・助成対象：卸売市場施設、共同物流拠点施設
・補助率  ：4/10以内等
・上限額 ：20億円

③卸売市場等支援タイプ（都道府県交付金）

国
都道府県

市町村
1/2以内等 1/2以内等 農業者の組織

する団体等
1/2以内等

定額、1/2以内

（1の事業の一部、
２の事業）

（１の事業の一部）

【拠点事業者】

作成

連
携

「食料システム構築計画」に基づく①～③の機能の具備・強化を支援

【連携者】

農業法人、食品企業等 農業者、農業団体、
輸出事業者 等

食料システム構築計画(３年)

新たな食料システムを実践・実装するための生産から流通に至る
までの課題を一体的に解決するための計画を策定。

×３年

②産地基幹施設等支援タイプ（都道府県交付金）

２．新基本計画実装・農業構造転換支援事業  
①共同利用施設の再編集約・合理化

地域計画により明らかになった地域農業の将来像の実現に向けて、老朽化した共同利
用施設の再編集約・合理化を支援します。
②再編集約・合理化のさらなる加速化

①の再編集約・合理化に取り組む産地に対し、都道府県が当該取組の加速化に向け
た支援を行う場合、その費用の一部を支援します。

1/2以内等

11,952（12,052）百万円

8,000（-）百万円

拠点事業者
＋

連携者

【③実需者ニーズ対応機能】
ソフト：GAPの導入
ハード：農産物処理加工施設 等

【②供給調整機能】
ソフト：出荷規格の実証
ハード：集出荷貯蔵施設 等

食料システム構築計画のイメージ

【①生産安定・効率化機能】
ソフト：新技術の栽培実証
ハード：高度環境制御栽培施設 等

１．強い農業づくり総合支援交付金

２．新基本計画実装・農業構造転換支援事業  

・助成対象：老朽化した共同利用施設（既存施設の撤去費用を含む）

・補助率  ：左記①1/2以内等、左記②1/2以内
・上限額 ：20億円/年×３年

構
造
転
換
の

実
現

※①の国庫補助額の1/10以内

＜再編集約・合理化のイメージ＞

・複数の既存施設を廃止し、合理化して新規に設置
・老朽化施設に対し、内部設備の増強による既存施設
の合理的活用 等



産地生産基盤パワーアップ事業

【令和６年度補正予算額 11,000百万円】

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．新市場獲得対策
① 新市場対応に向けた拠点事業者の育成及び連携産地の対策強化

新市場のロット・品質に対応できる拠点事業者の育成に向けた貯蔵・加工・物流拠点施
設等の整備、拠点事業者と連携する産地が行う生産・出荷体制の整備等を支援します。
② 園芸作物等の先導的取組支援

園芸作物等について、需要の変化に対応した新品目・品種、省力樹形の導入や栽培方
法の転換、技術導入の実証等の競争力を強化し産地を先導する取組を支援します。

２．収益性向上対策
収益力強化に計画的に取り組む産地に対し、計画の実現に必要な農業機械の導入、集
出荷施設の整備等を総合的に支援します。また、施設園芸産地において、燃油依存の経
営から脱却し省エネ化を図るために必要なヒートポンプ等の導入等を支援します。

３．生産基盤強化対策
① 生産基盤の強化・継承

農業用ハウスや果樹園・茶園等の生産基盤を次世代に円滑に引き継ぐための再整備・改
修、継承ニーズのマッチング等を支援します。
② 全国的な土づくりの展開

全国的な土づくりの展開を図るため、堆肥や緑肥等を実証的に活用する取組を支援します。

農業者等
（農業者の組織する団体を含む）

農業者等
（農業者の組織する団体を含む）

収益力強化への計画的な取組

＜対策のポイント＞
収益力強化に計画的に取り組む産地に対し、農業者等が行う高性能な機械・施設の導入や栽培体系の転換等に対して総合的に支援します。また、輸出事

業者等と農業者が協働で行う取組の促進等により海外や加工・業務用等の新市場を安定的に獲得していくための拠点整備、需要の変化に対応する園芸作
物等の先導的な取組、全国産地の生産基盤の強化・継承、土づくりの展開等を支援します。

＜事業目標＞
○ 青果物、花き、茶の輸出額の拡大（農林水産物・食品の輸出額：２兆円［2025年まで］、５兆円［2030年まで］）
○ 品質向上や高付加価値化等による販売額の増加（10%以上［事業実施年度の翌々年度まで］ ）
○ 産地における生産資源（ハウス・園地等）の維持・継承 等

＜事業の流れ＞

国

民間団体等
(都道府県、市町村を含む)

定額、1/2以内等

都道府県
定額、1/2以内等

定額
基金管理団体 （１①、２、３

の事業）

輸出等の新市場の獲得 産地の収益性の向上

農業の国際競争力の強化

生産基盤
の強化

堆肥等を活用
した土づくり

継承ハウス、園地の
再整備・改修（１②の事業）

新たな生産・供給体制

拠点事業者の
貯蔵・加工施設

果樹・茶の改植や
省力樹形導入

農業機械の
リース導入・取得

生産資材
の導入

特別枠の設定

ヒートポンプ等の
リース導入・取得

施設整備

推進枠の設定
 ・中山間地域の体制整備

・スマート農業推進枠
・施設園芸エネルギー転換枠
・持続的畑作確立枠
・土地利用型作物種子枠

（１①の事業）

［お問い合わせ先］
（１①、２の事業）農産局総務課生産推進室（03-3502-5945）
（１②、３①の事業）   園芸作物課   （03-6744-2113）
（１②の事業） 果樹・茶グループ    （03-6744-2117）
（３②の事業） 農業環境対策課   （03-3593-6495）

○新基本計画実装・農業構造転換支援事業

老朽化が進む地域農業を支える共同利用施設の再編集約・合理化に取り組む産地に対して支援。

※共同利用施設の再編・合理化については、以下の事業で支援

供給調整・流通
効率化に向けた
施設・機械



４．持続可能な食品等流通緊急対策事業
（令和6年度補正予算額2,973百万円）

２．強い農業づくり総合支援交付金【11,952（12,052）百万円の内数】

＜事業の全体像＞

３．持続的生産強化対策事業【14,192（14,753）百万円の内数】

産地の集出荷体制の合理化に必要な集出荷貯蔵施設等の整備や、パレットの規格統一

化に対応したパレタイザー導入に係る施設の改修等を支援します。また、物流の効率化に資

する卸売市場、共同物流拠点の整備・機能強化を支援します。

１．持続可能な食品等流通対策事業【120（150）百万円】

物流革新に向けた取組の推進

＜対策のポイント＞
物流の標準化（標準仕様のパレット導入等）、デジタル化・データ連携（伝票の電子化、トラック予約システム等）、モーダルシフト等の取組、物流の効率

化等に必要な設備・機器等の導入、中継共同物流拠点の整備等を支援します。

＜政策目標＞
物流の効率化に取り組む地域を拡大 等

［お問い合わせ先］（１、２の一部、４）大臣官房新事業・食品産業部食品流通課 （03-6744-2389） 
（２の一部）   農産局総務課生産推進室 （03-3502-5945）
（３、関連事業）        園芸作物課  （03-6744-2113）

(関連事業) 国産野菜サプライチェーン連携強化緊急対策事業
（令和6年度補正予算額630百万円の内数）

国産野菜のサプライチェーン連携強化のため、複数産地と実需者が連携して行う合理化の

取組について、生育予測システムや集出荷システムの導入、システム連携、電子タグ付き大

型コンテナのリース導入等の実証経費を支援します。

物流の標準化、デジタル化・データ連携、モーダルシフト等の取組や物流の効率化等に
必要な設備・機器等の導入を支援します。 ① 物流生産性向上推進事業

物流の標準化（標準仕様のパレット導入等）、デジタル化・データ連携（伝票の電子
化、トラック予約システム等）、モーダルシフト、ラストワンマイル配送等の取組や、物流の
効率化、デジタル化・データ連携等に必要な設備・機器等の導入を支援します。また、関
係事業者に対する指導・助言や優良事例の発信、産地や業界等の課題に応じて物流の
専門家等を派遣する伴走支援等を行います。

② 中継共同物流拠点施設緊急整備事業
中継輸送、共同輸配送、モーダルシフト等に必要となる中継共同物流拠点の整備を支

援します。

① 時代を拓く園芸産地づくり支援

加工・業務用野菜産地における物流合理化に資する大型コンテナの導入や予冷庫の利用

等、新たな生産・流通体系の構築等を支援します。

② ジャパンフラワー強化プロジェクト推進

花き流通の効率化に資する標準規格のパレット・台車等の導入、受発注データのデジタル

化、その他効率的な流通体制の確立に資する検討や実証試験の実施等を支援します。



みどりの食料システム戦略による環境負荷低減に向けた取組強化

＜対策のポイント＞
環境と調和のとれた食料システムの確立に向けて、みどりの食料システム戦略に基づき、資材・エネルギーの調達から生産、加工・流通、消費までの各段階
における環境負荷低減の取組とイノベーションを推進します。

＜政策目標＞
化学農薬（リスク換算）・化学肥料の使用量の低減等みどりの食料システム戦略に掲げたKPIの達成［令和12年］

＜事業の全体像＞

持続可能な農山漁村の整備
 環境との調和に配慮した農業生産基盤の整備、農業水利施設の省エネ化等の推進
 森林吸収量の確保・強化や国土強靱化に資する森林整備の推進
 水産資源の増大のための施設整備

みどりの食料システム戦略実現技術開発・社会実装促進事業【1,749百万円】（R6補正600百万円）

環境負荷低減等に対応する新品種、有機農業の拡大等みどりの食料システム戦略の実現に向けた技術、
気候変動に対応するための農林水産業の温暖化適応技術の開発等を実施        等

農畜産業における持続可能性の確保

環境保全型農業直接支払交付金【2,804百万円】  - 有機農業への移行期を重点支援等
多面的機能支払交付金【50,048百万円の内数】 - 地域共同で行う環境負荷低減の取組促進
強い農業づくり総合支援交付金【11,952百万円の内数】、
農地利用効率化等支援交付金【1,986百万円の内数】、
産地生産基盤パワーアップ事業（R6補正11,000百万円の内数）
- 化学農薬や化学肥料の低減、CO2ゼロエミッション化等の推進に必要な機械、施設の整備等
国内肥料資源利用拡大対策事業（R6補正6,390百万円）
- 堆肥等の高品質化・ペレット化等に必要な施設整備、機械導入等
飼料生産基盤立脚型酪農・肉用牛産地支援のうち有機飼料の生産支援【5,581 百万円の内数】 等  

食品産業における持続可能性の確保

持続可能な食品等流通対策事業【120百万円】
持続可能な食品等流通緊急対策事業（R6補正2,973百万円）
- 流通の合理化等のための施設整備、物流の標準化等による業務の効率化

持続的な食料システムの確立【145百万円】（R6補正4,721百万円）
食品ロス削減・プラスチック資源循環対策【65百万円】（R6補正290百万円）
サステナビリティ課題解決支援事業【51百万円】 等

関係者の行動変容の促進、理解醸成

みどりの食料システム戦略推進総合対策のうち食料システム全体での環境負荷
低減に向けた行動変容促進【612百万円の内数】
- 環境負荷低減の取組の「見える化」やJ-クレジットのプロジェクト形成を推進
消費者理解醸成・行動変容推進事業【48百万円】
- 国民理解の醸成・行動変容に向けた新たな食料システムを支える優良事例表彰や情報発信等
持続可能な食を支える食育の推進【1,896百万円の内数】 等

林業・水産業における持続可能性の確保

森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策【14,351百万円】
林業・木材産業国際競争力強化総合対策（R6補正45,853百万円）
- 搬出間伐の実施、再造林の低コスト化、エリートツリーの苗木の安定供給の推進
- 高性能林業機械の導入
 - 木材加工流通施設の整備
漁業構造改革総合対策事業【1,189百万円】（R6補正7,000百万円）

- 高性能漁船等の導入実証支援
養殖業成長産業化推進事業【295百万円】
- 養殖における餌、種苗に関する技術開発
漁場生産力・水産多面的機能強化対策事業【1,366百万円】
- 漁業者等が行う藻場・干潟の保全等の活動を支援（R6補正721百万円）  等

革新的な技術・生産体系の研究開発の推進
ムーンショット型農林水産研究開発事業【100百万円】（R6補正2,000百万円）

- 持続的な食料システムの構築に向け、中長期的な研究開発を実施
「知」の集積と活用の場によるイノベーションの創出【2,850百万円】（R6補正400百万円）
 - 様々な分野の知識・技術等を結集して行う産学官連携研究を支援
みどりの食料システム基盤農業技術のアジアモンスーン地域応用促進事業【100百万円】

- 我が国の有望技術をアジアモンスーン地域で応用するための共同研究等を実施   等

みどりの食料システム戦略推進総合対策【612百万円】（R6補正3,828百万円）

持続的な食料システムの構築に向けたモデル的先進地区の取組の横展開（交付金）
- 環境にやさしい栽培技術の検証等を通じたグリーンな栽培体系への転換の加速化
- 有機農産物の学校給食での利用や産地と消費地の連携等による生産から消費まで一貫した有機農業

推進拠点づくり、有機農業を広く県域で指導できる環境整備、慣行農業から有機農業への転換促進
- 環境負荷低減と収益性の向上を両立した施設園芸重点支援モデルの確立
- バイオマスの地産地消、環境負荷低減の取組を支える基盤強化、農山漁村の循環経済確立のための施設整備
環境負荷低減の取組を支援する新制度構築に向けた調査、有機農業の推進

- 新たな制度設計に必要なデータの収集・分析、有機加工食品原料の国産化、国産有機農産物の需要拡大    等



＜事業の全体像＞

優先枠等の設定

① 農地利用効率化等支援交付金のうち地域農業構造転換支援タイプ
② 集落営農連携促進等事業（優先枠）
③ 新規就農者育成総合対策のうち経営発展支援事業（地域計画早期実現支援枠）

（令和６年度補正予算）
   ・ 担い手確保・経営強化支援事業のうち地域農業構造転換支援対策

地域の農地が有効利用されるよう、将来の受け手不在の農地を解消し、少しでも将来像を明らかにしていく
必要がある地域計画 ※左の「将来像が明確化された地域計画」の区域でも活用可

地域計画実現総合対策

＜対策のポイント＞
令和７年３月までに地域計画が策定されることにより明らかとなった地域の課題を解決するため、現場の状況に応じた施設整備や人材育成に係る事業を総
合的に実施し、地域計画の実現を強力に後押しします。

上記関連対策：農業競争力強化基盤整備事業のうち農地整備関係、農地耕作条件改善事業 等

【人：新規就農や第三者継承等への支援】

① 新規就農者育成総合対策のうち就農準備資金、経営開始資金、経営発展支援事業
② 雇用就農資金
③ 農業経営・就農支援体制整備事業のうち経営発展・就農促進委託事業
④ 集落営農連携促進等事業

（令和６年度補正予算）
   ・  新規就農者確保緊急円滑化対策のうち就農準備・経営開始支援事業、世代交代・初期投資促進事業
   ・  雇用就農緊急対策のうち雇用就農緊急支援資金

【農地：農地バンク等による遊休農地解消・担い手への貸付の支援】

⑤ 農地中間管理機構事業のうち遊休農地解消対策事業
⑥ 所有者不明農地対策事業
⑦ 新規就農者育成総合対策のうち農地の受け手確保に向けた新規就農者誘致環境整備事業 

（令和６年度補正予算）
   ・ 機構集積協力金交付緊急対策事業

【人手・機械等のリソース不足を補うためのサービス事業体の活用への支援】

 ・ スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート事業

（令和６年度補正予算）
   ・ スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業

【その他】

 ・ 農山漁村振興交付金のうち最適土地利用総合対策

（令和６年度補正予算）
   ・ 農山漁村振興交付金のうち最適土地利用総合対策

2.課題が見える化された地域計画の解決に向けた支援1.将来像が明確化された地域計画の実現に向けた支援

１０年後の担い手が明確化されており、担い手に農地を集積・集約化することへの合意が
地域で概ね得られている地域計画

ポイント加算

・ 強い農業づくり総合支援交付金
   ・ 新基本計画実装・農業構造転換支援事業
   ・  持続的生産強化対策事業のうち果樹農業生産力増強総合対策のうち産地構造転換
パイロット事業

   ・ 持続的生産強化対策事業のうち時代を拓く園芸産地づくり支援のうち国産野菜周年
    安定供給強化事業
   ・ グローバル産地づくり推進事業のうち大規模輸出産地モデル形成等支援事業
   ・ 飼料備蓄・増産流通合理化事業

（令和６年度補正予算）
   ・ 新基本計画実装・農業構造転換支援事業
   ・ 雇用就農緊急対策のうち雇用体制強化事業
   ・ グローバル産地生産流通基盤強化緊急対策のうちGFP大規模輸出産地生産基盤強化

プロジェクト

【令和７年度予算概算決定額 38,370（－）百万円】
（令和６年度補正予算額 66,364百万円）




